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季節外れの台風が去り 

秋が益々深まってまいりました。 

最近さぼっておりましたが 

今月参加した南米視察旅行について 

弊事務所の事務所通信第 8 号として 

お届けしよう思います。 

 



 

2 

久屋アヴェニュー法律事務所 

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１５番１４号アルピニストビル３階 

Copyright ©2017 Hisaya-Avenue Law Office.  All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    南 米 視 察 旅 行  

１.はじめに 

今月 7 日から 15 日まで、愛知県弁護士会国際委員会のブラジル・アルゼンチンを訪ね

る南米視察旅行に参加してまいりました。 

ブラジルには、弊所事務所通信 Vol.３（平成 26 年 9 月 30 日号）*でご報告したことが

ある通り、平成 26 年（2014 年）8 月 24 日から 31 日まで、やはり、愛知県弁護士会国際

委員会のブラジル・サンパウロ視察旅行で訪問したことがあります。 

 ということで、ブラジル・サンパウロは２回目の訪問となりますが、ブラジル・リオデ

ジャネイロおよびアルゼンチンは初めての訪問でした。 

 * http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushinpdf/jimushotsushin3pdf.pdf 

 

(1) ブラジルについて 

ブラジル（漢字表記は「伯剌西爾」）は、正式名称をブラジル連邦共和国（República 

Federativa do Brasil）といい、日本の約 22.5 倍の面積の国土（世界第 5 位、南米大

陸の約半分）に、日本の約 2 倍の人口（約 2 億 784 万人（世銀、2015 年））を擁して

います。 

 国名からもわかるように、26 の州（Estado エスタード）と 1 つの連邦直轄区（首

都）からなる連邦共和制をとっています。 

 首都はブラジリア（Brasília）で、1960 年にリオデジャネイロから遷都されました。

ブラジリアは、首都とするために未開の大地に計画的に整備された都市として有名で

あり、ユネスコの世界遺産にも登録されています。残念ながら、今回も訪問できませ

んでしたが、連邦最高裁判所（Supremo Tribunal Federal）をはじめ国会議事堂、大

統領府といった国家機関はすべてブラジリアにあります。  

２.ブラジル 

 

 

連邦最高裁判所の裁判を専門に、 

テレビで放送するチャンネルがある

そうです。 

昼食に入ったレストランでは 

ニュースとして、連邦最高裁判所の

裁判の中継が、流れていました。 

 

http://www.hisaya-ave.com/jimushotsushinpdf/jimushotsushin3pdf.pdf
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(2) サンパウロ（São Paulo） 

ア．サンパウロは、サンパウロ州の州都であり、

人口約 1100 万人、高層ビルが林立する南米

最大の都市です。 

 また、かつて、日系移民は、サントス港に

上陸し、列車でサン・パウロを経由してから

コーヒー農園等へと送られていったため、南

米最大の日系人コミュニティがあります。 

 残念ながら、治安はよくありません。 

 今年 2 月には、外務省から、「サンパウロ

（ブラジル）：邦人連続強盗事件発生に伴う

注意喚起」がでています。 

 
 

 

手前の建物が「ジャパン・ハウス サンパウロ（JAPAN 

HOUSE Sao Paulo）」。 

「ジャ パン・ハウス」は、外務省による「オールジ

ャパン」の戦略的な対外発信のための拠点で、イギ

リス・ロンドン、アメリカ・ロサンゼルスに先駆け

て、サンパウロに今年 5 月にオープンしました。 

残念ながら、訪問した際、閉館していました。 

 

パウリスタ大通り（Avenida Paulista） 

到着した日は日曜日で、歩行者天国となっ

ていました。 

 

サ ン パ ウ ロ の 地 下 鉄 （ Metrô de São 

Paulo）。サンパウロに駐在していた大嶽弁

護士らの先導で（笑）、恐々とながらも乗る

ことができました。 
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労働裁判所の建物の中は、吹き抜けになってい

て、カッコいいです。法廷が多数あります。 

イ．今回の視察旅行で、サンパウロのにおける主な訪問先は、以下の通りです（訪問順）。 

・国外就労者情報援護センター（Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador 

no Exterior , CIATE） 

・日本移民資料館（Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil） 

・二宮正人法律事務所（Advocacia Masato Ninomiya） 

・サンパウロ州労働裁判所（Tribunal Regional do Trabalho - São Paulo） 

・サンパウロ州第一審裁判所（Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo） 

・ピエトロ・ネト法律事務所（Pinheiro Neto Adbogados） 

また、日本人駐在員のための不動産仲介業を営む現地法人の社長さんや大手渉外法

律事務所から派遣されている日本人弁護士と会食する機会もありました。 

ウ．サンパウロ州の労働裁判所（Tribunal Regional do Trabalho - São Paulo） 

サンパウロ州の労働裁判所は、極めて大きなモダニズム調の建物に入っており、法

廷は多数、労働事件の件数は膨大なようです。傍聴させていただいた法廷では、その

日、16 件の事件が入っているとのことでした。 

驚いたのは、1 件につき、15 分から 20 分く

らいで、次々と和解が成立していくこと。ブラ

ジルの労働法は、労働者に圧倒的に有利なた

め、判決まで争っても経済的合理性がないよう

で、企業側の弁護士は、提案された和解案につ

いて、席を外して携帯電話で企業に確認し、企

業の了解を得られれば、署名して、和解成立で

す。なるほど、ブラジルコストの一つとして、

認識しておく必要があると思いました。 

 

労働裁判所の建物の概観。この建物すべてが、

労働裁判所として利用されています。 

 

労働裁判所の法廷の様子 
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エ．サンパウロ州第一裁判所（Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo） 

サンパウロ州第一審裁判所では、前回訪問時に

傍聴させていただいたトニア裁判官（Juiza Tonia 

Yuka Koroku）とご一緒に、別の法廷で、証人尋

問期日を傍聴する貴重な機会を得ました。 

 今回は、扇形の角部屋で、弧の部分は大きな窓

という、とても明るい法廷でした。 

 最初は、システム開発の裁判。証人は 5 人。 

裁判官が、直接、証人に質問します（原告代理人

や被告代理人は原則として裁判官を通して質問

します）。ビデオカメラで証人を終始、撮影して

おり、また、法廷内のプリンターで印刷してその

場で署名させたりもします。計 40 分程でした。 

 2 番目は、土地所有者が占有者に土地明渡しを

求める裁判。ブラジルでは、土地占有による所有

権取得がなんと 5 年で認められるとのこと。いわ

ゆる占有屋が横行している現状があるようです。 

ここでちょっとしたハプニングが…。 

裁判官が、原告代理人の態度に、顔を真っ赤に

して、激昂したのです。以前にも書きましたが、

ブラジルは法曹一元ではありません。当該裁判

官と代理人弁護士とのやりとりは、とびっきり

印象的でした。 

オ．二宮正人法律事務所とピエトロ・ネト法律事務所 

二宮正人法律事務所は、前回に続いての

訪問です。 

 創立者である二宮弁護士は、5 歳でブラ

ジルに移民した日系ブラジル人で、本業の

弁護士の他、サンパウロ大学法学部教授、

東大・慶応大の客員教授、CIATE（国外就

労者情報援護センター）の理事長なども務

めておられる多才な先生です。 

 前回に引き続き、今回の裁判傍聴は、大

嶽弁護士を通じて、二宮弁護士の事務所に

アレンジいただいたもので、心より、感謝

しております。  

 

地方裁判所の法廷の様子 

 

二宮弁護士の事務所は、個人宅を改築した

もので、憧れの的です。 

 

前回訪問時に撮影した地方裁判所の１階。 

今回は建物裏の裁判官用のＥＶ利用でした。 
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ピエトロ・ネト法律事務所は、91 人のパートナー、約 500 人の弁護士を擁する大規模

事務所で、なんと、1942 年創業です。同事務所の大きな柱は、コーポレート、税務、労

働、訴訟・仲裁。日本企業との関係は 1970 年代よりあるそうで、現在、同事務所には日

本人も働いており、日本企業にとっては、心強いことでしょう。 

 なお、同事務所のパートナー弁護士は、日本企業について、「システムは efficient なの

に、意思決定は bureaucratic」、日本の渉外事務所から派遣された日本の弁護士について、

「数学、経済までカバーしていて優秀」と評していました。 

 

この建物すべてが、ピエトロネト法律事務所です。 

 

立派な図書室。 

 

屋上からのパノラマ写真。パーティースペースもあります。 

(3) リオデジャネイロ（Rio de Janeiro）について 

リオデジャネイロは、カーニバルでも有名な人口約 700 万人のブラジル第二の都市。 

 グアナバラ湾（Baía de Guanabara）は、世界三大美港の一つとされます。同湾の

西側にあるポン・ヂ・アスーカル（Pão de Açúcar）やコルコバードの丘（Corcovado、

キリスト像で有名）にのぼったり、エスタジオ・ド・マラカナン（Estádio do Maracanã）

を訪れたりしました。リオデジャネイロは、サンパウロよりも更に治安が悪いと聞き

ました。特に危ないとされるコパカバーナ(Copacabana)やイパネマ（Ipanema）の浜

辺は、手ぶらで歩き、イパネマでは素晴らしい夕日をみることができました。 
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３.アルゼンチン 

 

(1) アルゼンチンについて 

アルゼンチン（漢字表記は「亜爾然丁」）は、

正 式 名 称 を ア ル ゼ ン チ ン 共 和 国 （ República 

Argentina）といい、日本の約 7.5 倍の面積の国

土（世界第 8 位、南米 2 位）に、日本の半分以下

の人口、約 4,341 万人（世銀、2015 年）が住ん

でいます。 

 アルゼンチンは、白人社会であるといわれま

す。外務省の HP によれば、ブラジルは、欧州系

（約 48％）、混血（約 43％）、アフリカ系（約 8％）

等となっているのに対し、アルゼンチンは、欧州

系 97％、先住民系 3％となっています。 

 国土は南北に 3500km 以上あり、気候は、亜熱

帯（メソポタミア気候）から、温帯、乾燥帯、寒

冷帯まであります。 

 

 

ポン・ヂ・アスーカルに上る第 2 ロープウエイからのぞむ景色。 
右手、水面が光っているのがグアナバラ湾。 
左上に少し見えている浜辺がコパカバーナ。 
赤い〇で囲ったのがコルコバードの丘。キリスト像が少し見えています。 
海岸で足を浸したところ、思いのほか冷たくてびっくりしました。 
南極から流れてくる寒流のためだといいます。 

 

コルコバードの丘にたつ 
リオのシンボル 
キリスト像。 

1931 年建造です。 
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イ．今回の視察旅行で、ブエノスアイレスにおける主な訪問先は、以下の通りです（訪問

順）。 

・在アルゼンチン日本国大使館（Embajada del Japón en Argentina） 

・ジェトロ（日本貿易振興機構／Japan External Trade Organization） 

ブエノスアイレス事務所 

・連邦首都（ブエノスアイレス）弁護士会（Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal） 

・国家最高司法裁判所（La Corte Suprema de Justicia de la Nación） 

また、ジェトロのセミナーで講師をして下さった日系弁護士の先生方と会食する機

会もありました。 

 

 

 

 

(2) ブエノスアイレス（Buenos Aires） 

ア． ラ・プラタ川（Río de la Plata。「銀の川」の意）の河口にあるアルゼンチンの首都、 

ブエノスアイレス（「良い空気」の意）。特に、19 世紀、ヨーロッパとの貿易で栄えた

港町です。巨万の富を築いた富裕層は、パリに憧れ、遠く離れた南米に、ヨーロッパ

風の街並みを築きました。そのため、「南米のパリ」という愛称があります。 

 ブエノスアイレスから北西に向かってラ・プラタ川流域に扇状で大草原「パンパ」

が広がっており、国土の 20％を占める世界有数の穀倉地帯となっています。 

 

左は、ミラノのスカラ座に次いで大きいコロン劇場。
パリのオペラ座を含め、世界三大劇場とされます。 

 

ラ・プラタ川。対岸が見えません。 

 
アルゼンチン大統領官邸。ピンク色の外観か
ら「ピンク色の館（La Casa Rosada）」とも
よばれます。映画「エビータ」のロケも行わ
れました。 
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裁判所の外観。         入口のテミス像。      ステキな図書室！ 

ウ．ジェトロ（ＪＥＴＲＯ）ブエノスアイレス事務所でのアルゼンチン法のセミナー 

ジェトロでは、日系弁護士の Gabriela Yoshihara 先生、Ricardo Néstor Shiroma

先生、Rodolfo Humberto Ikei（Dr.）先生、Diego H. Oyagawa（Dr.）先生、Stella Maris 

Masuda（Dra.）先生らを講師とするアルゼンチン法（投資・貿易、知的財産法、労

働法、家族法など）のセミナーに参加しました。アルゼンチン法の情報は入手が難し

いので、どれも、大変、貴重、かつ、有意義でした。  

エ．連邦首都（ブエノスアイレス）弁護士会（Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal） 

上記セミナーの講師をして下さった先生方とご一緒に、弁護士会を訪問し、

Secretario General の Dr. Pablio J. Dameschik にご挨拶させていただきました。 

 アルゼンチンでは、弁護士になるために、大学（法学部）が発行する証書は必要で

すが、司法試験はないとのこと。 

 同弁護士会に所属する会員数は、約 100,000 人（実働しているのは、約 85,000 人）。 

 弁護士会の建物は、3 つあり、銀行、託児所、大学、旅行代理店などが入っていて、

運転免許の書換えや、パスポートの申請までできるそうです。日本と比べて大所帯と

はいえ、そのサービスの充実ぶりに、感心しきりでした。 

 

オ．国家最高司法裁判所（La Corte Suprema de Justicia de la Nación） 

1863 年に設立された終審裁判所。残念ながら裁判は傍聴できませんでしたが、内

部を Gabriela Yoshihara 先生に案内していただきました。素晴らしい建物です。 

  特に、開架式の図書室！ 1864 年の蔵書までみせていただき、大感激でした。 

 



 

10 

久屋アヴェニュー法律事務所 

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１５番１４号アルピニストビル３階 

Copyright ©2017 Hisaya-Avenue Law Office.  All Rights Reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルゼンチンも、ブラジルも、日本のほぼ地球の裏側に存し、日本から飛行機で 24 時

間以上かかります。訪れたサンパウロ、リオデジャネイロ、ブエノスアイレスは、それぞ

れ趣は異なりますが、いずれも、とても文化豊かな大都市でした。 

 また、視察では、日系人の方々に大変お世話になりました。ブラジルの日系人について

は、弊所事務所通信 Vol.3 で比較的詳しく述べたので、今回は詳しく触れませんでしたが、

「ジャポネス・ガランチード」と信頼厚く、混血が進んでいるといいます。他方、白人社

会のアルゼンチンでは、日系 2 世・3 世は、医者、弁護士などの専門職につくことが多く、

親日感情は悪くないといいます。韓国では、海外で活躍する韓国人を財産と捉えているそ

うです。国内に目を向けると、例えば、愛知県には日系ブラジル人が多く住んでおられま

す。福嶌大使の「同胞にやさしく接してください。」の言葉が胸に残りました。国内外で

頑張っている日本人、日系人に思いを馳せながら、本稿を終えたいと思います。 

４.むすびに代えて 

カ．在アルゼンチン日本国大使館（Embajada del Japón en Argentina） 

日本大使館では、光栄にも福嶌教輝大使と面談することができました。実は、前回

の視察では、前サン・パウロ総領事として、お会いしております。 

 福嶌大使は、ブラジルと対比しつつ、アルゼンチンの歴史、経済等について、大変

わかりやすくお話しくださいました。 

 アルゼンチン経済というと、パリクラブ、リスケ、デフォルト等と、正直、あまり

イメージのよくない単語が頭に浮かんできます。ですが、アルゼンチンの GDP は現

在 21 位。また、石油・リチウムなどエネルギー・鉱物資源が豊富で、シェールガス

の埋蔵量は、世界第 2 位だといいます。2011 年のデフォルト後、OECD 非加盟国で

ある中国からの資金流入が進んだそうですが、昨年、安倍首相が、実に 57 年ぶりに、

現職の総理大臣としてアルゼンチンを公式訪問、今年 5 月には、アルゼンチンのマク

リ大統領が来日し、日本企業に投資を呼びかけました。 

 様々な問題はありますが、両国交流の益々の発展が望まれます。 

 

         

大使館は、高層ビルの中に入っています。 丁度、衆院選挙の在外投票が行われていました。 


